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意匠法改正　2020 年 4月 1日より

他社の意匠権を侵害しないよう要注意

画像デザイン保護のために
意匠権の活用を

1．インターネット等で配信される画像（※）

ルート検索画像 ホテル検索画像 アイコン用画像

https://www.navitime.co.jp/drive/ https://www.jalan.net/

2．壁や道路、人体等に投影される画像（※）

時刻表示画像 センサー用画像 スワイプ用画像

3． ＶＲ（バーチャルリアリティ）等の画像（※）

出典：第 18 回意匠審査基準ＷＧ資料

（※）機能要件あり。コンテンツ画像等は登録対象外

「画像デザインの保護」が拡充されます

2020.1

意匠に関するご案内

画像デザインの登録例は裏面へ



画像デザインの登録例

事例１：携帯情報端末
登録第 1349661 号    アップル インコーポレーテッド

事例２：デジタル一眼レフカメラ
登録第 1453870 号    ソニー

事例３：テープ印字機
登録第 1365673 号　ブラザー工業

事例４：駐車場用コントロールパネル
登録第 1502855 号　三菱重工パーキング

よく使うアイコンは、
下の方に配置した ジョグダイヤルの回転に応じて、

ポインタがガイドに沿って上下する

文字入力部の右側にグレートーンの
帯部を設けた 車両の格納場所に

対応したアイコンを
２列に配置した

シンプルな画像でも意匠権が取得されていることがあります

オンダ国際特許事務所にお気軽にご相談ください
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